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・水道法 

 （該当箇所抜粋） 

 

 

（この法律の目的） 

第一条 

この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化すること

によつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与す

ることを目的とする。 

 

（給水義務） 

第十五条 

水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の

理由がなければ、これを拒んではならない。 

２水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、

第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得

ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、や

むを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知さ

せる措置をとらなければならない。 

３水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装

置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継

続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。 

 

 

本編 P4 
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・経営戦略策定・改定ガイドライン　＜平成31年3月29日策定＞

（総務省　該当箇所抜粋）

本編　P11
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　第１章 「経営戦略」の策定・改定に関する基本的事項　P1、2より抜粋

（省略）

（省略）

　第１章 「経営戦略」の策定・改定に関する基本的事項　P3より抜粋

（省略））

（省略））
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　第１章 「経営戦略」の策定・改定に関する基本的事項　P4より抜粋

（省略）

（省略）
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　第１章 「経営戦略」の策定・改定に関する基本的事項　P5、6より抜粋

（省略）

（省略）
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・水道事業の歴史

出典：「佐世保市水道ビジョン2020-2020～2029-」　

第2章　水道事業のあゆみ（佐世保市）

本編　P17
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・導水管延長(km)の比較

出典：「地方公営企業決算状況調査（2024）」より作成

（総務省統計局）

平均 18.11 5.6 倍

団体名 導水管延長(km) 順位 団体名 導水管延長(km) 順位

佐世保市 100.93 1 苫小牧市 11.54 34

上越市 74.35 2 小田原市 10.56 35

長野市 69.48 3 草加市 10.44 36

下関市 60.97 4 豊川市 9.03 37

都城市 46.91 5 流山市 8.47 38

秦野市 45.58 6 山口市 8.45 39

鳥取市 39.35 7 新座市 7.90 40

山形市 39.00 8 刈谷市 7.35 41

函館市 38.37 9 長岡市 6.96 42

松本市 36.20 10 長野県 6.96 42

呉市 32.94 11 甲府市 6.77 44

津市 32.11 12 米子市 6.03 45

青森市 31.40 13 沼津市 4.79 46

伊丹市 29.92 14 久留米市 4.75 47

熊谷市 28.82 15 川西市 4.75 47

福井市 28.26 16 西尾市 4.58 49

佐倉市 21.63 17 久喜市 4.48 50

富士市 21.58 18 寝屋川市 4.36 51

八千代市 21.50 19 福島市 4.34 52

ひたちなか市 20.07 20 つくば市 4.27 52

伊勢崎市 19.82 21 徳島市 4.26 54

盛岡市 17.66 22 磐田市 4.02 55

上尾市 17.07 23 帯広市 3.99 56

宝塚市 16.52 24 佐賀市 3.17 57

鈴鹿市 16.24 25 秋田市 2.99 58

松阪市 16.06 26 安城市 2.77 59

釧路市 15.23 27 加古川市 1.69 60

日立市 14.77 28 八尾市 1.62 61

水戸市 13.17 29 宇治市 1.26 62

宇部市 12.74 30 岸和田市 0.64 63

松江市 11.72 31 和泉市 0.40 64

弘前市 11.63 32 茨木市 0.14 65

春日部市 11.63 32

本編　P18
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・送水管延長(km)の比較

出典：「地方公営企業決算状況調査（2024）」より作成

（総務省統計局）

平均 42.18 4.5 倍

団体名 送水管延長(km) 順位 団体名 送水管延長(km) 順位

長野市 200.39 1 鈴鹿市 27.29 34

佐世保市 189.51 2 宇治市 24.75 35

上越市 170.48 3 釧路市 24.54 36

鳥取市 144.39 4 和泉市 24.27 37

長野県 140.83 5 小田原市 22.57 38

松江市 139.49 6 米子市 21.33 39

長岡市 105.42 7 磐田市 20.40 40

下関市 95.14 8 川西市 20.22 41

津市 92.48 9 熊谷市 18.25 42

秋田市 79.16 10 青森市 15.80 43

宝塚市 77.00 11 春日部市 12.61 44

呉市 66.37 12 西尾市 12.03 45

福井市 66.15 13 寝屋川市 10.56 46

日立市 65.20 14 草加市 8.98 47

山口市 64.84 15 佐賀市 8.39 48

徳島市 63.81 16 八尾市 6.02 49

松本市 61.59 17 刈谷市 5.42 50

福島市 60.41 18 久留米市 5.40 51

甲府市 49.16 19 伊勢崎市 5.21 52

都城市 45.22 20 加古川市 4.76 53

富士市 40.30 21 水戸市 4.73 54

松阪市 40.14 22 佐倉市 4.70 55

沼津市 38.84 23 新座市 4.12 56

茨木市 38.01 24 宇部市 3.43 57

盛岡市 37.78 25 岸和田市 1.66 58

函館市 35.84 26 上尾市 1.05 59

八千代市 34.10 27 苫小牧市 0.97 60

山形市 33.16 28 流山市 0.41 61

弘前市 32.27 29 ひたちなか市 0.24 62

帯広市 29.93 30 伊丹市 0.00 63

つくば市 29.21 31 久喜市 0.00 63

秦野市 27.38 32 安城市 0.00 63

豊川市 27.32 33

本編　P18
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・配水管延長(km)の比較

出典：「地方公営企業決算状況調査（2024）」より作成

（総務省統計局）

平均 1,208.17 1.7 倍

団体名 配水管延長(km) 順位 団体名 総管路経年化率(％) 順位

津市 2,363.14 1 山口市 1,189.27 34

長野市 2,215.89 2 熊谷市 1,162.57 35

長岡市 2,096.23 3 釧路市 1,153.42 36

佐世保市 2,033.44 4 加古川市 1,136.07 37

福井市 2,017.11 5 徳島市 1,127.04 38

上越市 1,908.20 6 宇部市 1,112.95 39

秋田市 1,899.58 7 佐賀市 1,101.42 40

水戸市 1,790.23 8 安城市 1,067.80 41

松本市 1,719.51 9 弘前市 1,033.01 42

下関市 1,648.85 10 日立市 962.13 43

福島市 1,584.07 11 ひたちなか市 951.37 44

鳥取市 1,579.14 12 久喜市 912.58 45

盛岡市 1,578.81 13 沼津市 859.28 46

都城市 1,563.57 14 春日部市 851.47 47

つくば市 1,492.43 15 上尾市 811.77 48

甲府市 1,421.08 16 刈谷市 804.01 49

青森市 1,420.24 17 佐倉市 798.19 50

松江市 1,412.91 18 岸和田市 777.58 51

久留米市 1,406.38 19 茨木市 773.10 52

帯広市 1,400.00 20 八尾市 742.84 53

松阪市 1,395.10 21 小田原市 738.48 54

伊勢崎市 1,384.19 22 宝塚市 725.20 55

磐田市 1,369.19 23 流山市 708.45 56

山形市 1,362.93 24 宇治市 683.00 57

西尾市 1,354.07 25 秦野市 663.72 58

長野県 1,331.11 26 八千代市 662.48 59

鈴鹿市 1,313.90 27 寝屋川市 610.83 60

富士市 1,311.54 28 川西市 601.45 61

函館市 1,307.36 29 和泉市 562.65 62

呉市 1,289.79 30 草加市 547.92 63

豊川市 1,276.07 31 伊丹市 526.71 64

米子市 1,270.72 32 新座市 408.86 65

苫小牧市 1,246.71 33

本編　P18
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・配水池数の比較
出典：「地方公営企業決算状況調査（2024）」より作成
（総務省統計局）

平均 43 6.1 倍

団体名 配水池数 順位 団体名 配水池数 順位

佐世保市 263 1 米子市 23 34

長野市 253 2 福井市 23 34

鳥取市 136 3 豊川市 22 36

下関市 117 4 西尾市 22 36

呉市 107 5 宇治市 21 38

上越市 103 6 磐田市 21 38

津市 99 7 川西市 20 40

松本市 98 8 帯広市 19 41

松江市 98 8 久喜市 18 42

長岡市 94 10 八千代市 18 42

日立市 83 11 和泉市 17 44

秋田市 63 12 宇部市 17 44

富士市 62 13 佐賀市 16 46

盛岡市 60 14 鈴鹿市 14 47

長野県 60 14 春日部市 13 48

松阪市 56 16 刈谷市 13 48

沼津市 49 17 上尾市 12 50

青森市 48 18 佐倉市 12 50

宝塚市 48 18 水戸市 12 50

茨木市 46 20 久留米市 12 50

徳島市 43 21 小田原市 11 54

熊谷市 38 22 新座市 9 55

山形市 38 22 寝屋川市 9 55

福島市 35 24 加古川市 8 57

甲府市 34 25 草加市 8 57

都城市 33 26 安城市 8 57

秦野市 33 26 流山市 7 60

つくば市 30 28 苫小牧市 7 60

山口市 27 29 八尾市 6 62

伊勢崎市 27 29 ひたちなか市 5 63

岸和田市 27 29 伊丹市 4 64

釧路市 26 32 函館市 0 65

弘前市 25 33

＜本市の配水池数の内訳＞

佐世保地区 157

旧合併町地区 106

本編　P19
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・ポンプ台数の比較
出典：「令和04年度水道統計（施設・業務編）」より作成
（公益社団法人　日本水道協会）

平均 96 3.1 倍

団体名 ポンプ台数 順位 団体名 ポンプ台数 順位

長野市 335 1 盛岡市 69 33

佐世保市 295 2 山形市 69 33

上越市 265 3 米子市 68 36

鳥取市 263 4 西尾市 65 37

松江市 217 5 水戸市 64 38

下関市 217 6 山口市 64 38

津市 200 7 上尾市 62 40

日立市 196 8 加古川市 61 41

富士市 187 9 草加市 56 42

松本市 183 10 佐倉市 55 43

呉市 170 11 小田原市 55 43

福井市 157 12 春日部市 54 45

長岡市 152 13 福島市 53 46

都城市 134 14 和泉市 53 46

つくば市 118 15 宝塚市 51 48

松阪市 105 16 茨木市 50 49

秋田市 103 17 流山市 48 49

甲府市 102 18 川西市 47 51

長野県 101 19 佐賀市 47 51

磐田市 100 20 久喜市 40 53

宇治市 98 21 苫小牧市 39 54

伊勢崎市 95 22 刈谷市 39 54

熊谷市 95 22 新座市 38 56

徳島市 91 24 ひたちなか市 35 57

豊川市 89 25 安城市 35 57

宇部市 89 25 岸和田市 33 59

青森市 88 27 寝屋川市 31 60

秦野市 87 28 帯広市 30 61

弘前市 86 29 伊丹市 24 62

沼津市 85 30 釧路市 23 63

鈴鹿市 83 31 久留米市 21 64

八千代市 81 32 八尾市 17 65

函館市 69 33

＜本市のポンプ台数の内訳＞

佐世保地区 197

旧合併町地区 98

本編　P19
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・浄水場数の比較
出典：「地方公営企業決算状況調査（2024）」より作成
（総務省統計局）

平均 7 4.0 倍

団体名 浄水場数 順位 団体名 浄水場数 順位

鳥取市 79 1 宇治市 4 30

上越市 40 2 帯広市 3 35

津市 28 3 上尾市 3 35

佐世保市 28 3 佐倉市 3 35

松阪市 25 5 小田原市 3 35

長野市 20 6 苫小牧市 2 39

松本市 17 7 青森市 2 39

函館市 13 8 福島市 2 39

下関市 13 8 水戸市 2 39

弘前市 12 10 ひたちなか市 2 39

米子市 12 10 長野県 2 39

都城市 10 12 安城市 2 39

松江市 9 13 茨木市 2 39

熊谷市 8 14 和泉市 2 39

福井市 8 14 宝塚市 2 39

佐賀市 8 14 宇部市 2 39

釧路市 7 17 秦野市 1 50

山形市 7 17 刈谷市 1 50

長岡市 7 17 西尾市 1 50

甲府市 7 17 岸和田市 1 50

盛岡市 6 21 寝屋川市 1 50

久喜市 6 21 伊丹市 1 50

八千代市 6 21 川西市 1 50

豊川市 6 21 呉市 1 50

加古川市 6 21 徳島市 1 50

山口市 6 21 久留米市 1 50

秋田市 5 27 つくば市 0 60

伊勢崎市 5 27 沼津市 0 60

春日部市 5 27 富士市 0 60

日立市 4 30 磐田市 0 60

草加市 4 30 鈴鹿市 0 60

新座市 4 30 八尾市 0 60

流山市 4 30

＜本市の浄水場数の内訳＞

佐世保地区 9

旧合併町地区 19

本編　P19
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・配水管経年化率(%)の比較

出典：「地方公営企業決算状況調査（2024）」より作成

（総務省統計局）

平均 26.3 1.4 倍

団体名
配水管経年化率

(%)
順位 団体名

配水管経年化率

(%)
順位

川西市 54.0 1 寝屋川市 24.5 34

青森市 48.1 2 松阪市 24.5 34

春日部市 43.8 3 伊勢崎市 24.0 36

下関市 43.6 4 熊谷市 23.2 37

福井市 42.4 5 鳥取市 23.1 38

函館市 40.6 6 福島市 23.0 39

釧路市 39.6 7 茨木市 22.1 40

佐世保市 37.9 8 加古川市 21.7 41

岸和田市 36.9 9 つくば市 21.6 42

苫小牧市 36.1 10 甲府市 20.7 43

津市 35.9 11 伊丹市 20.6 44

宝塚市 33.3 12 盛岡市 20.6 44

帯広市 33.1 13 松本市 20.4 46

弘前市 33.1 13 佐賀市 20.3 47

富士市 32.9 15 新座市 19.0 48

呉市 32.7 16 流山市 19.0 48

沼津市 32.4 17 水戸市 18.7 49

和泉市 32.0 18 宇部市 18.4 51

長岡市 30.5 19 山形市 18.3 52

久留米市 29.9 20 鈴鹿市 17.9 53

八尾市 29.9 20 草加市 17.8 54

秦野市 29.8 22 米子市 17.7 55

松江市 29.3 23 上尾市 17.6 56

長野市 29.1 24 久喜市 17.5 57

宇治市 29.1 24 徳島市 17.2 58

刈谷市 29.0 26 佐倉市 15.3 59

都城市 27.7 27 上越市 14.4 60

豊川市 27.4 28 安城市 14.3 61

日立市 27.4 28 山口市 13.9 62

西尾市 26.5 30 八千代市 13.2 63

ひたちなか市 26.1 31 秋田市 10.5 64

小田原市 25.9 32 長野県 7.8 65

磐田市 25.9 32

本編　P20
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・旧海軍施設のダムの老朽化の状況

・佐世保地区のダムの有効貯水量と水利権量

（佐世保市作成）

本編　P20

水系 ダム 有効貯水量（㎥） 水利権量（㎥/日）

山の田ダム 511,000 6,300

転石ダム 233,000 2,700

相当ダム 400,000 5,700

菰田ダム 1,462,000 12,600

川谷ダム 1,610,000 13,300

南部水系 下の原ダム 2,182,000 14,800

中部水系
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・R4年度渇水対策の状況 

 （佐世保市作成）  

 

１． 令和４年度の渇水の経緯 

 

 令和４年度は、１０月頃から少雨傾向となり、特に南部水系での降水量が少なく、南部水系唯一のダムである下の原ダ

ムは、１０月５日時点で１００％であった貯水率は、翌年１月４日時点では５５．７％にまで急速に低下しました。 

 気象情報では、当面３カ月は少雨傾向が続く可能性が高いとの見通しが示されており、安全な水道供給を確保するた

めには、例年、まとまった降水が期待できる菜種梅雨の季節まで、一定程度のダム貯水率を維持する必要がありますが、

貯水率は一日あたり△０．９％程度の減少を続けていました。 

この状況が続けば、菜種梅雨を待たずにダム貯水が枯渇する可能性があり、医療活動・消防活動等への給水が困難

になるなど重大な影響が生じることが懸念され、給水制限の実施も視野に入れた対策検討の必要が生じました。 

時間給水制限（断水）は、市民生活や地域経済、都市活動等の多岐にわたって社会的影響が大きいため、配水量を

抑制し、ダム貯水の低下速度の緩和を図ることで、次の降雨期までダムの貯水率を維持することを目的に、佐世保市渇

水対策マニュアルに基づき、同日付で水道局渇水対策本部を設置し、節水を呼びかける等の諸対策を実施しました。 

 

≪1/5 記者発表資料≫ 

 

本編 P22 
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２． 令和４年度の渇水の特徴 

 

 令和４年度は、近年の気候変動に伴う降雨の局地化傾向が顕著に表れています。 

 １０月１日～３月１日にかけての降水量は、市中心部を含む中部水系が 814ｍｍであったのに対して、南部水系では

466ｍｍと中部水系の約５７％に留まっています。 

 その結果、中部水系は高い貯水率を維持してきたのに対し、南部水系の貯水率が大きく低下することとなりました。 

 

 

 

 なお、この傾向は、昨年度末頃にも見られ、令和４年は、４月当初の時点から、中部水系に対して南部水系の貯水率が

低い状況から始まっています。 

 

３． 渇水対策期間中に発生した寒波災害 

 

 １月中旬頃、減圧給水制限の実施を見据えて自主節水を呼び掛けている中、１月２４日から１月２５日にかけて、最低気

温マイナス３℃の寒波到来が予想される状況となりました。本市では平成２８年１月にも同様の寒波により、市内各地で個

人所有管が凍結により破裂し、市内２７エリアで多量の宅内漏水が発生し断水に至った経緯があります。 

 自主節水等により配水量を抑制し、ダム貯水率の温存を図っている中、多量の漏水が発生することは避けなければな

中部水系 

南部水系 

中部水系 814mm

南部水系 466mm

10/1～3/1の降水量 
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らないことから、１月２０日に記者発表等を通じて、個人管の凍結防止対策を呼びかけました。 

 結果、５００件前後の個人管破裂が発生したものの、多量の漏水が生じたエリアはなく、渇水対策に大きな支障を与える

ことは回避されました。 

 

 

４． 令和４年度の渇水対策 

 

① 南北融通施設の稼働 

 前述のとおり、年度当初から、南部水系の貯水率が相対的に低かったため、南北融通施設を稼働させ、融通可能な最

大５，０００㎥/日を中部水系からの送水に切り替えています。 

 ９月頃には南部水系の貯水率が高水準に安定し、中部水系との貯水率の格差が解消されましたが、１０月頃からの少

雨により、再度格差が生じ始めたため、当該年度は、年間を通じて常に南北融通施設の稼働を続けました。 

 

② 自主節水対策 

 令和５年１月４日から、南部水系の皆さまに対して、自主節水の呼びかけを開始しました。 

 地域防災無線、ＴＶ広報（市政だより）、市ホームページ、ポスター掲示、水道局電光掲示板、地域自治会への説明等

を通じて、ご家庭での節水の取組みを呼びかけました。 

 本市では、この自主節水対策で期待される節水効果の最大値を、厚生労働省の渇水対策マニュアル策定指針に基づ

き△５％と設定していますが、これら広報を行った以降の南部水系では約△４．５％と、最大値に近い節水効果が確認さ

れています。 

 なお、節水広報は、水道局渇水対策本部を解散する令和５年３月３日まで続けています。 

 

③ 大口需要者への個別の節水要請 

 南部水系の大口需要者（ハウステンボス、米軍施設）に対しては、個別に節水への協力要請をおこないました。 

 

④ 渇水調整に基づく取水運用の実施 

河川法に基づく渇水調整を行い、下の原ダムの渇水対策容量の取水及び川棚川からの取水について、特例取水（水

利権量を超えた柔軟な取水運用）を適宜実施し、貯水率の温存を図りました。 

 

５． 渇水対策本部の解散（自主節水対策等の終了） 

 

 ２月末頃に、下の原ダムの貯水率が７０％付近にまで回復し、向こう３ヶ月の気象予報も平年並みの降雨が見込まれる

状況となりました。 

 気象情報に基づいた貯水量予測（１ヶ月予測）においても、３月末までに７５％～８０％程度の回復が見込まれ、菜種梅

雨の季節まで安定的な供給を確保できる貯水率が維持可能な見通しとなったことから、３月３日に渇水対策レベルを緩

和し、自主節水対策を終了すると同時に、水道局渇水対策本部を解散しました。 
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６． 水道局渇水対策本部及び渇水対策の経過（南部水系） 

 

第１回 １月４日 渇水対策本部を設置（渇水レベル４に引き上げ） 

           自主節水対策の実施を決定（翌 1/5に記者発表） 

（※１月７日に船ノ村水系についての本部会議を開催） 

第２回 １月１２日 減圧給水制限の実施を見据えた準備を開始 

           （菜種梅雨の季節まで貯水率が維持できない状況） 

第３回 １月１６日 降雨状況と貯水率の見通しの確認 

（一定の降雨があったものの貯水率は回復せず） 

第４回 １月１８日 減圧給水制限の準備状況及び寒波対策の必要性を確認 

     （1/20に渇水状況と寒波対策を記者発表） 

第５回 １月３０日 降雨状況と貯水率の見通しの確認 

           （降雨により若干の回復したものの５０％台で頭打ち） 

第６回 ２月７日 降雨状況と貯水率の見通しの確認 

           （再度、貯水率が減少傾向となるも、向こう１週間にまとまった降雨予報あり） 

第７回 ２月１３日 降雨状況と貯水率の見通しの確認 

           （一定の降雨があるも、貯水率は横ばい。自主節水の継続を決定。） 

第８回 ２月２１日 渇水レベルの緩和に向けた検討 

           （断続的降雨により６０％以上に回復。今後の降雨を見てレベル緩和を検討） 

第９回 ３月３日 渇水レベル緩和を決定。水道局渇水対策本部を解散。 

           （７０％以上に回復し、次の菜種梅雨の季節まで必要水準の貯水率が確保できる見通しとなった。） 
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≪渇水対策期間中の降水量と下の原ダム貯水率の推移≫ 
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・水源利用率(%)の比較、水源利用率(%)の比較

出典：「『水道事業ガイドライン（JWWA Q 100）』に基づき公表された

　　　　　業務指標（ＰＩ）」より作成

（公益社団法人　日本水道協会）

全国平均 63.48 全国平均 46.23

類団平均 59.80 類団平均 57.26

団体名
水源利用率

（％）

順位
団体名

水源余裕率

（％）

順位

上越市 34.80 1 上越市 154.00 1

鳥取市 43.30 2 鳥取市 104.70 2

呉市 46.30 3 呉市 94.50 3

伊丹市 47.90 4 伊丹市 92.50 4

徳島市 48.00 5 徳島市 88.40 5

苫小牧市 50.20 6 苫小牧市 80.10 6

下関市 50.90 7 長野市 68.50 7

寝屋川市 53.30 8 寝屋川市 68.30 8

長野市 53.80 9 下関市 66.80 9

山形市 54.30 10 山形市 60.80 10

長岡市 57.00 11 米子市 53.70 11

米子市 58.10 12 長岡市 49.50 12

岸和田市 60.50 13 盛岡市 46.90 13

盛岡市 61.40 14 岸和田市 44.90 14

松江市 66.20 15 松江市 38.50 15

水戸市 67.80 16 草加市 36.60 16

草加市 67.90 17 水戸市 32.60 17

加古川市 69.60 18 加古川市 27.60 18

茨木市 74.10 19 茨木市 25.00 19

福島市 75.00 20 福島市 19.40 20

佐倉市 75.50 21 佐倉市 16.60 21

佐世保市 99.78 22 佐世保市 -10.10 22

※2016年3月に「水道事業ガイドライン（JWWA Q 100）」で業務指標が改定され水源

　利用率、水源余裕率が指標から除外⇒直近ではH26が最新版

※類似団体15～30万人の「市」のみ（市以外の団体は除く）

※ガイドライン集計に本市は含まれていないため、本市の資料から抜粋

※本市は「佐世保地区」が対象

本編　P24
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・渇水対策の経過（昭和５０年度以降） 

 （佐世保市作成） ※自主節水対策以上の渇水対策を講じたもの 

 

 

 

 

 

 

 

No. 渇水対策の内容 No. 渇水対策の内容

昭和53年 6月1日 24時間断水を実施 平成15年 10月22日 渇水対策会議

6月7日 43時間断水を実施 11月10日 警戒体制解除（11/2 25mm､11/5 61mm､11/10 22mmの降雨）

6月11日 給水制限解除 平成16年 8月16日 渇水対策検討（梅雨明け後の降雨、23mm）

昭和57年 7月2日 7/12から24時間の給水制限を予定 8月30日 警戒解除（8/17～8/30に計239mmの降雨）

7月11日 給水制限予定中止(201mmの降雨) 平成17年 6月20日 渇水対策会議

昭和59年 3月19日 4/20から給水制限を予定 6月21日 水道局、佐世保市ホームページで節水のお願いを公開

4月5日 給水制限予定中止(65mmの降雨) 6月22日 広報ＰＲ

昭和60年 2月8日 3/4から給水制限を予定 6月27日 渇水対策本部設置

2月19日 給水制限予定中止(91mmの降雨) 7月2日 第一次（減圧）給水制限　実施

昭和60年 8月26日 節水PR 7月9日 第一次（減圧）給水制限　解除

9月2日 警戒体制解除（115mmの降雨） 7月12日 渇水対策本部　解散

昭和61年 9月16日 10/11から給水制限を予定 平成19年 11月15日 水道局渇水対策本部設置

9月19日 給水制限予定中止(142mmの降雨) 減圧給水制限（11月23日～）時間給水制限（12月15日～）の決定

昭和63年 2月22日 節水PR 11月20日 減圧給水制限のチラシ配布

3月14日 警戒体制解除（68mmの降雨） 11月23日 減圧給水制限の開始

平成元年 1月10日 1/23から24時間断水の給水制限を予定 11月27日 佐世保市渇水対策本部の設置（第1回会議）

1月21日 給水制限予定中止(142mmの降雨) 12月8日 佐世保市渇水対策本部の設置（第2回会議）

平成５年 2月16日 節水PR 平成20年 3月26日 一部（小佐々地区）を除き給水制限の解除

3月25日 警戒体制解除（186mmの降雨） 4月30日 給水制限解除

平成６年 8月1日 14時間断水を実施 平成24年 2月3日 水道局渇水対策準備会議実施

8月7日 18時間断水を実施 2月7日 水道局渇水対策会議設置（節水広報等の開始）

8月24日 43時間断水を実施 2月10日 水道局渇水対策本部設置

8月26日 20時間断水に緩和 3月6日 水道局渇水対策本部解散

9月15日 18時間断水に緩和 20 平成25年 7月29日 水道局渇水対策会議設置

平成７年 3月6日 減圧給水方式に緩和 平成30年 8月6日 水道局渇水対策準備会議実施

4月26日 給水制限解除 8月20日 水道局渇水対策会議設置

平成７年 12月20日 節水PR 8月23日 水道局渇水対策本部設置（節水広報等の開始）

平成８年 4月20日 警戒体制解除 10月2日 一部（小佐々地区）を除き警戒終了

平成９年 11月7日 節水PR 令和元年 5月16日 水道局渇水対策本部解散

11月22日 警戒体制解除 令和４年 11月18日 水道局渇水対策準備会議実施

平成10年 9月10日 節水PR 令和５年 1月4日 水道局渇水対策会議設置（節水広報等の開始）

10月19日 警戒体制解除 3月3日 水道局渇水対策本部解散

平成11年 1月5日 渇水対策会議

1月7日 節水PR

1月11日 渇水対策本部設置

3月26日 節水PR解除（3/14 25mm､3/18 25mm､3/25 11mmの降雨）

4月5日 渇水対策本部解散（4/1 28mmの降雨）

年月日

1

2

3

4

12

13

14

15

6

7

8

9

10

11

5

22

年月日

21

19

18

16

17

本編 P25 
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・都道府県別総人口の増減率、順位

出典：「国立社会保障・人口問題研究所」より作成

（※平成27（2015）～令和2（2020）年は国勢調査による実績値。）

地域

総人口の増加率

H27～R2

（国勢調査による

実績値）(%)

ワースト

順位
地域

総人口の増加率

H27～R2

（国勢調査による

実績値）(%)

ワースト

順位

秋田県 -6.22 1 佐賀県 -2.57 25

岩手県 -5.40 2 福井県 -2.53 26

青森県 -5.37 3 三重県 -2.51 27

高知県 -5.05 4 長野県 -2.42 28

山形県 -4.97 5 栃木県 -2.08 29

徳島県 -4.79 6 石川県 -1.86 30

長崎県 -4.71 7 静岡県 -1.81 31

新潟県 -4.47 8 群馬県 -1.72 32

山口県 -4.46 9 岡山県 -1.72 33

和歌山県 -4.25 10 茨城県 -1.71 34

福島県 -4.23 11 広島県 -1.56 35

大分県 -3.64 12 宮城県 -1.37 36

愛媛県 -3.64 13 兵庫県 -1.26 37

鹿児島県 -3.64 14 京都府 -1.24 38

鳥取県 -3.49 15 大阪府 -0.02 39

島根県 -3.34 16 滋賀県 0.05 40

宮崎県 -3.12 17 福岡県 0.66 41

山梨県 -2.99 18 愛知県 0.79 42

富山県 -2.96 19 千葉県 0.99 43

奈良県 -2.92 20 埼玉県 1.08 44

北海道 -2.92 21 神奈川県 1.22 45

熊本県 -2.68 22 沖縄県 2.37 46

香川県 -2.67 23 東京都 3.94 47

岐阜県 -2.62 24

本編　P30
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・市区町村別総人口の増減数、順位

出典：「国立社会保障・人口問題研究所」より作成

（※平成27（2015）～令和2（2020）年は国勢調査による実績値。）

総人口の増減数H27～

R2（国勢調査による

実績値）(人)

ワース

ト順位

総人口の増減数H27～

R2（国勢調査による

実績値）(人)

ワース

ト順位

福岡県 北九州市 -22,257 1 新潟県 長岡市 -8,197 26

新潟県 新潟市 -20,882 2 秋田県 秋田市 -8,142 27

長崎県 長崎市 -20,390 3 岩手県 盛岡市 -7,900 28

神奈川県 横須賀市 -18,508 4 青森県 八戸市 -7,842 29

福島県 いわき市 -17,306 5 大阪府 寝屋川市 -7,785 30

北海道 函館市 -14,895 6 福島県 郡山市 -7,752 31

広島県 呉市 -13,960 7 山口県 岩国市 -7,632 32

山口県 下関市 -13,466 8 広島県 尾道市 -7,456 33

大阪府 堺市 -13,149 9 和歌山県 和歌山市 -7,425 34

青森県 青森市 -12,456 10 山形県 鶴岡市 -7,305 35

長崎県 佐世保市 -12,216 11 山口県 周南市 -7,302 36

兵庫県 神戸市 -12,120 12 静岡県 浜松市 -7,262 37

静岡県 静岡市 -11,600 13 宮城県 石巻市 -7,063 38

福島県 福島市 -11,554 14 熊本県 天草市 -6,956 39

京都府 京都市 -11,460 15 大阪府 枚方市 -6,863 40

高知県 高知市 -10,645 16 山口県 宇部市 -6,859 41

北海道 小樽市 -10,625 17 大分県 別府市 -6,817 42

茨城県 日立市 -10,546 18 宮崎県 延岡市 -6,765 43

北海道 旭川市 -10,299 19 福島県 会津若松市 -6,686 44

北海道 釧路市 -9,665 20 鹿児島県 鹿児島市 -6,686 44

岩手県 一関市 -9,651 21 愛媛県 宇和島市 -6,656 46

青森県 弘前市 -8,945 22 秋田県 横手市 -6,642 47

新潟県 上越市 -8,940 23 兵庫県 加古川市 -6,557 48

大阪府 東大阪市 -8,844 24 岩手県 奥州市 -6,485 49

群馬県 桐生市 -8,269 25 愛媛県 今治市 -6,442 50
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・本市の一日当たりの水源、地表水量

出典：「佐世保市水道ビジョン2020 付属資料」より作成

佐世保市水道の取水能力合計

87,080 m3/日

うち、地表水の取水能力合計

（上記表のうち深井戸、湧水部分を除いた合計）

85,180 m3/日 ※深井戸、湧水合計　1,900m3/日（表中下線部計）

地表水の取水能力割合

97.8%
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